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労働者からの相談が３年連続増加 

～兵庫県内における平成 26 年度育児・介護休業法施行状況について～ 

 
兵庫労働局（局長 中山明広）は、このほど平成 26 年度の育児・介護休業法に関する相談、紛

争解決の援助、是正指導の状況について取りまとめましたので、公表します。 
 

【ポイント】 

１ 相談の状況 

・平成 26 年度に兵庫労働局雇用均等室に寄せられた育児・介護休業法関係の相談は、1,888 件。

(図１) 

・事業主からの相談は減少しているが、労働者からの相談は 334 件で、平成 24 年度以降３年

連続増加。男女別にみると、育児関係では９割を女性労働者（287 件中 255 件）が占める一

方、介護関係では３分の１が男性労働者（47 件中 15件）となった。(図１、図２、資料 No.

１－１（２）) 

・労働者からの相談の内容をみると、「育児休業」が 86 件と最も多く、次いで「育児休業等

に係る不利益取扱い事案」が 51件、育児の「所定労働時間の短縮措置等（23条）」が 41件。

また、育児中の「労働者の配置に関する配慮に係る事案」（10 件）は前年度（平成 25 年度

２件）に比べ５倍と、最も増加が顕著。(図２、資料 No.１－１(２)) 

・「育児休業等に係る不利益取扱い事案」の内容をみると「不利益な配置転換」が 18 件と最

も多く、次いで「雇用形態、労働契約内容の変更の強要」が 10件、「退職勧奨」が９件で、

育児中の「労働者の配置に関する配慮に係る事案」が増加したことを踏まえると、育児休業

復帰後、あるいは育児中の配置転換に関してトラブルとなるケースが多いことがうかがえ

る。(表２) 
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２ 労働局長による紛争解決の援助の状況 (表３) 

・労働局長による紛争解決の援助の申立件数は 10 件（前年度６件）。そのうち２件は介護関

係。内容は「育児休業等に係る不利益取扱い事案」が４件と最も多い。 

・平成 26年度中に援助を終了した９件のうち、８件が解決（88.9％）。 
 

３ 是正指導の状況 (資料 No.１－３) 

・育児・介護休業法に沿った就業規則の整備や雇用管理の状況について、146 事業所に対し報

告徴収を実施（前年度 208 事業所）。このうち、何らかの育児・介護休業法違反が確認され

た 140 事業所（前年度 204 事業所）に対し、663 件の助言（前年度 729 件）を行った。 

 
 
 
添付資料 
１ 兵庫労働局雇用均等室における育児・介護休業法の施行状況 
２ 兵庫労働局雇用均等室における相談対応事例 
３ 兵庫労働局雇用均等室における紛争解決援助事例 
４ 雇用均等室は、こんな仕事をしています 
５ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度のご

案内 
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１ 相談の状況 
 

（１）雇用均等室への相談 （図１、表１、資料 No.１－１（１）） 

・平成 26 年度に兵庫労働局雇用均等室に寄せられた育児・介護休業法関係の相談は、1,888 件で、

前年度（1,916 件）をわずかに下回った。改正育児・介護休業法が全面適用となった平成 24 年度

以降、減少傾向となっている。 

・相談者の内訳をみると、事業主からの相談が最も多く 1,314 件（69.6％）で、労働者からは 334

件（17.7％）となっている。平成 24 年度以降、事業主からの相談は減少しているが、労働者か

らの相談は３年連続増加している。 

・相談内容の内訳をみると、育児関係（1,365 件）では、「育児休業」が 441件（32.3％）と最も多

く、次いで「所定労働時間の短縮措置等（23 条）」が 276 件（20.2％）、「子の看護休暇」が 108

件（7.9％）となっている。 

・介護関係（523 件）では、「介護休業」が 152 件（29.1％）と最も多く、次いで「介護休暇」が

92件（17.6％）、「所定労働時間の短縮措置等（23条）」が 81件（15.5％）となっている。 

 

 

図１ 相談件数の推移 

 

  

190件 

8.2％ 
149件 

7.8％ 

240件 

12.7％ 

1,859件 

80.6％ 
1,458件 

76.1％ 

1,314件 

69.6％ 

258件 

11.2％ 

309件 

16.1％ 
334件 

17.7％ 

2,307件 

1,916件 1,888件 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成24年度 平成25年度 平成26年度 

労働者 

事業主 

その他 

（件） 



- 4 - 
 

 表１ 相談内容の内訳の推移（件） 

 
*1 ３歳に満たない子を養育する労働者に関する措置 

*2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置 

*3 対象家族を介護する労働者に関する措置 

*4 家族(対象家族及び一定の親族）を介護する労働者に関する措置     以下同じ 

 

 

（２）労働者からの相談 （図１、図２、表１、資料 No.１－１（２）） 

・労働者からの相談は 334 件と前年度（309 件）に比べ 25 件増加し、平成 24 年度以降３年連続増

加傾向にある。 

・男女別にみると、女性労働者からの相談は 287 件（育児関係 255件、介護関係 32件）、男性労働

者からは 47 件（育児関係 32 件、介護関係 15件）だった。 

・育児関係では９割を女性労働者（287 件中 255 件）が占める一方、介護関係では３分の１が男性

労働者（47 件中 15 件）となった。 
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53 (10.1%) 61 (10.7%) 85 (11.7%)

54 (10.3%) 60 (10.6%) 87 (12.0%)

81 (15.5%) 97 (17.1%) 127 (17.4%)

31 (5.9%) 3 (0.5%) 4 (0.5%)

0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (0.3%)

33 (6.3%) 24 (4.2%) 20 (2.7%)

25 (4.8%) 5 (0.9%) 10 (1.4%)

523 (100.0%) 568 (100.0%) 728 (100.0%)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談者
　相談の内容

育
児
関
係

育児休業

子の看護休暇

不利益取扱い

所定外労働の制限

所定労働時間の短縮措置等（23条）*3

所定労働時間の短縮措置等（24条）*4

時間外労働の制限

深夜業の制限

所定労働時間の短縮措置等（23条）*1

所定労働時間の短縮措置等（24条）*2

労働者の配置に関する配慮に係る事案

休業期間等の通知

平成２６年度

1,888

その他

小　計

介
護
関
係

介護休業

介護休暇

不利益取扱い

時間外労働の制限

深夜業の制限

平成２５年度 平成２４年度

1,916 2,307

労働者の配置に関する配慮に係る事案

休業期間等の通知

その他

小　計

合　計



- 5 - 
 

  図２ 労働者からの相談内容の推移 

 

（３）自らの権利行使に関わる相談 （図３、表２、資料 No.１－１（２）） 

・（２）の労働者からの相談のうち自らの権利行使に関する相談は、117 件（前年度 117件）で、育

児関係が 111件（前年度 110 件）、介護関係が６件（前年度７件）だった。 

・育児関係について相談内容別にみると、「育児休業に係る不利益取扱い」が 42件（37.8％、前年

度 36 件）と最も多く、次いで「育児休業に係る事案（期間雇用者に係る事案を除く）」が 23 件

（20.7％、前年度 21 件）、「所定時間短縮等の措置等（23 条)」が 11 件（9.9％、前年度 17 件）

となっている。 

・「育児休業に係る不利益取扱い事案」及び「育児休業以外に係る不利益取扱い」（計 51件）の内容

をみると「不利益な配置転換」が 18 件と最も多く、次いで「雇用形態、労働契約内容の変更の

強要」が 10 件、「退職勧奨」が９件だった。育児中の「労働者の配置に関する配慮に係る事案」

が増加したことを踏まえると、育児休業から復職後、あるいは育児中の配置転換に関してトラブ

ルとなるケースが多いことがうかがえる。 

 

図３ 育児関係の権利行使に関する相談の内訳   表２ 育児休業等に係る不利益取扱い（51件）

の内容（Ｍ．Ａ．） 
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２ 労働局長による紛争解決の援助の状況（育児・介護休業法第 52 条の４）  

（表３、資料 No.１－２） 

・平成 26年度に新たに受理された紛争解決援助件数は 10 件（前年度６件）。そのうち２件は介護関

係だった。 

・内容をみると、「育児休業等に係る不利益取扱い事案」が４件と最も多くなっている。 

・平成 26年度中に援助を終了した９件のうち、８件が解決（88.9％）している。 
 
  表３ 労働局長による紛争解決援助の申立受理件数の内訳（件） 

 
 
 
３ 是正指導の状況（育児・介護休業法第 56 条、58 条） （資料 No.１－３） 

・育児・介護休業法に沿った就業規則の整備や雇用管理の状況について、146 事業所に対し報告徴

収を実施（前年度 208 事業所）し、このうち、何らかの育児・介護休業法違反が確認された 140

事業所（前年度 204 事業所）に対し、663件の助言（前年度 729 件）を行った。 

・指導内容としては、育児関係（362 件）では、「所定労働時間の短縮措置等（24条）」が 92件（25.4％）、

「所定労働時間の短縮措置等（23 条）」が 70 件（19.3％）、「育児休業制度」が 54 件（14.9％）、

介護関係（203 件）では、「所定労働時間の短縮措置等（23 条）」が 61 件（30.0％）、「介護休業

制度」が 50 件（24.6％）、「介護休暇の制度」が 36 件（17.7％）となっている。 

・前年度からの指導中のものも含め、99.5％が平成 26 年度中に是正している。 
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